
昨
年
二
月
に
厚
生

労
働
省
が
策
定
・
公

表
し
た
「
事
業
場
に

お
け
る
治
療
と
職
業

生
活
の
両
立
支
援
の

た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
」
に
は
、
治
療
が

必
要
な
疾
病
を
抱
え

る
方
々
が
、
就
労
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
疾

病
を
増
悪
さ
せ
る
こ

と
な
ど
が
な
い
よ
う

に
、
労
働
者
へ
の
治

療
に
対
す
る
配
慮
を

行
い
、
治
療
と
職
業

生
活
が
両
立
で
き
る

た
め
の
取
組
み
が
ま

と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

公
表
時
の
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
に
は
、
「
が

ん
」
に
関
す
る
留
意

事
項
が
盛
り
込
ま
れ

て
い
ま
す
が
、
今
回

「
脳
卒
中
」
と
「
肝

疾
患
」
に
関
す
る
基
礎
情
報
と
留

意
事
項
が
追
加
さ
れ
ま
し
た
。

脳
卒
中
と
は
、
脳
の
血
管
に
障

害
が
お
き
る
こ
と
で
生
じ
る
疾
患

の
総
称
で
、
脳
梗
塞
、
脳
出
血
、

く
も
膜
下
出
血
な
ど
が
含
ま
れ
ま

す
。医

療
の
進
展
等
に
伴
い
、
脳
血

管
疾
患
の
死
亡
率
は
低
下
し
、
若

い
世
代
の
患
者
は
、
発
症
直
後
か

ら
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
含

む
適
切
な
治
療
に
よ
り
約
７
割
が

ほ
ぼ
介
助
を
必
要
し
な
い
状
態
ま

で
回
復
し
、
職
場
復
帰
（
復
職
）

す
る
こ
と
が
可
能
な
場
合
も
少
な

く
な
い
と
の
こ
と
で
す
。

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
は
脳
卒
中
に

罹
患
し
た
方
に
対
す
る
留
意
事
項

と
し
て
、
次
の
三
項
目
が
挙
げ
ら

れ
て
い
ま
す
。

①
再
発
等
予
防
・
治
療
の
た
め
の

配
慮脳

卒
中
で
は
病
状
が
安
定
し
た

後
で
も
、
再
発
予
防
の
た
め
継
続

し
た
服
薬
や
定
期
的
な
通
院
等
が

必
要
な
こ
と
か
ら
、
労
働
者
か
ら

服
薬
や
通
院
等
に
関
す
る
申
出
が

あ
っ
た
場
合
に
は
、
必
要
に
応
じ

て
配
慮
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と

し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
痛
み
や
し
び
れ
な
ど
の

症
状
（
慢
性
疼
痛
な
ど
）
や
記
憶

力
の
低
下
、
注
意
力
の
低
下
な
ど

（
高
次
脳
機
能
障
害
）
の
後
遺
症

が
残
る
こ
と
が
あ
り
、
就
業
上
の

措
置
を
要
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と

に
留
意
が
必
要
と
し
て
い
ま
す
。

②
障
害
特
性
に
応
じ
た
配
慮

事
業
者
は
、
産
業
医
や
保
健
師
、

看
護
師
等
の
産
業
保
健
ス
タ
ッ
フ

等
と
連
携
し
て
、
障
害
（
後
遺
症
）

の
程
度
や
内
容
に
応
じ
て
、
作
業

転
換
等
の
就
業
上
の
措
置
を
行
う

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

③
復
職
後
の
職
場
適
応
と
メ
ン
タ

ル
ヘ
ル
ス

脳
卒
中
を
発
症
し
、
手
足
の
麻

痺
や
言
語
の
障
害
、
痛
み
や
し
び

れ
と
い
っ
た
後
遺
症
に
よ
り
、
職

場
復
帰
以
後
に
、
発
症
前
の
自
身

と
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
悩
み
、
メ
ン
タ

ル
ヘ
ル
ス
不
調
に
陥
る
場
合
が
あ

る
の
で
注
意
が
必
要
で
あ
る
、
と

し
て
い
ま
す
。

肝
疾
患
は
、
病
気
が
あ
る
程
度

進
行
し
な
い
と
自
覚
症
状
が
現
れ

な
い
疾
病
で
、
自
覚
症
状
が
出
る

こ
ろ
に
は
、
肝
硬
変
な
ど
病
気
が

進
行
し
た
状
態
と
な
っ
て
い
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

一
般
定
期
健
康
診
断
等
で
行
う

血
液
検
査
に
よ
り
、
肝
臓
の
機
能

が
正
常
が
ど
う
か
を
診
断
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
結
果
、
肝

疾
患
の
早
期
発
見
に
つ
な
が
り
、

早
期
に
治
療
を
開
始
す
る
こ
と
に

つ
な
が
り
ま
す
。
肝
疾
患
の
治
療

法
や
治
療
に
伴
う
副
作
用
等
は
、

肝
疾
患
の
原
因
や
進
行
度
に
よ
っ

て
も
異
な
り
ま
す
。

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
は
脳
卒
中
に

罹
患
し
た
方
に
対
す
る
留
意
事
項

と
し
て
、
次
の
2
項
目
が
挙
げ
ら

れ
て
い
ま
す
。

①
肝
疾
患
の
特
徴
を
踏
ま
え
た
対

応

一
般
的
な
対
応
と
し
て
は
、
通

院
に
よ
る
治
療
や
定
期
的
な
経
過

観
察
が
必
要
で
あ
る
た
め
、
労
働

者
か
ら
通
院
等
へ
の
配
慮
の
申
出

が
あ
れ
ば
、
事
業
者
は
、
海
外
出

張
や
不
規
則
な
勤
務
を
避
け
る
等
、

必
要
な
配
慮
を
検
討
し
、
対
応
す

る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
し
て
い
ま

す
。肝

硬
変
の
症
状
が
あ
る
場
合
、

労
働
者
か
ら
体
調
が
悪
い
等
の
申

出
が
あ
れ
ば
、
配
慮
す
る
こ
と
が

望
ま
し
い
と
し
て
い
ま
す
。

肝
が
ん
に
移
行
す
る
と
、
通
院

に
よ
る
治
療
だ
け
で
な
く
、
入
院

を
伴
う
治
療
も
必
要
と
な
る
た
め
、

状
況
に
応
じ
て
配
慮
す
る
こ
と
が

望
ま
し
い
と
し
て
い
ま
す
。

②
肝
疾
患
に
対
す
る
不
正
確
な
理

解
・
知
識
に
伴
う
問
題
へ
の
対
応

周
囲
が
感
染
の
リ
ス
ク
に
つ
い

て
誤
っ
た
認
識
を
持
ち
、
就
業
の

継
続
の
た
め
の
理
解
や
協
力
が
得

ら
れ
な
い
場
合
も
あ
る
た
め
、
事

業
者
は
日
頃
か
ら
、
疾
患
に
関
す

る
正
し
い
知
識
の
啓
発
や
環
境
の

整
備
等
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ

る
と
し
て
い

ま
す
。
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脱
退
一
時
金
は
、
原
則
と
し
て
次

の
四
つ
の
条
件
す
べ
て
に
該
当
す
る

方
に
対
し
て
、
国
民
年
金
・
厚
生
年

金
保
険
（
共
済
組
合
）
の
被
保
険
者

（
組
合
員
）
資
格
を
喪
失
し
、
日
本

を
出
国
後
二
年
以
内
に
請
求
し
た
と

き
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

①
日
本
国
籍
を
有
し
て
い
な
い
方

日
本
国
籍
を
有
す
る
方
は
、
脱
退

一
時
金
を
請
求
で
き
ま
せ
ん
。

②
国
民
年
金
の
第
一
号
被
保
険
者
と

し
て
の
保
険
料
納
付
済
期
間
の
月
数

と
保
険
料
四
分
の
一
免
除
期
間
の
月

数
の
四
分
の
三
に
相
当
す
る
月
数
、

保
険
料
半
額
免
除
期
間
の
月
数
の
二

分
の
一
に
相
当
す
る
月
数
、
及
び
保

険
料
四
分
の
三
免
除
期
間
の
月
数
の

四
分
の
一
に
相
当
す
る
月
数
と
を
合

算
し
た
月
数
、
ま
た
は
厚
生
年
金
保

険
の
被
保
険
者
期
間
の
月
数
が
六
か

月
以
上
あ
る
方

年
金
制
度
ご
と
に
六
か
月
以
上
の

月
数
が
な
け
れ
ば
請
求
で
き
ま
せ
ん
。

③
日
本
に
住
所
を
有
し
て
い
な
い
方

住
民
票
を
日
本
に
残
し
た
ま
ま
海

外
へ
出
国
し
た
場
合
、
再
入
国
許
可

期
間
内
は
、
原
則
と
し
て
脱
退
一
時

金
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

④
年
金
（
障
害
手
当
金
を
含
む
）
を

受
け
る
権
利
を
有
し
た
こ
と
が
な
い

方
従
来
は
、
自
国
に
戻
っ
て
か
ら
で

な
け
れ
ば
脱
退
一
時
金
の
請
求
が
で

き
ま
せ
ん
で
し
た
。

し
か
し
、
平
成
二
十
九
年
三
月
以

降
は
、
転
出
届
を
市
区
町
村
に
提
出

す
れ
ば
、
住
民
票
転
出
（
予
定
）
日

以
降
に
日
本
国
内
で
の
請
求
が
可
能

と
な
り
ま
し
た
。

こ
の
場
合
は
、
日
本
国
外
に
転
出

予
定
で
あ
る
旨
が
記
載
さ
れ
た
住
民

票
の
写
し
や
住
民
票
の
除
票
な
ど
、

市
区
町
村
に
転
出
届
を
提
出
し
た
こ

と
が
確
認
で
き
る
書
類
が
必
要
で
す
。

な
お
、
転
出
予
定
日
以
降
に
日
本

年
金
機
構
に
到
達
す
る
よ
う
に
送
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
注
意

し
て
く
だ
さ
い
。

再
入
国
許
可
及
び
み
な
し
再
入
国

許
可
を
受
け
て
出
国
す
る
方
で
、
市

区
町
村
へ
転
出
届
を
提
出
し
た
う
え

で
再
入
国
許
可
を
受
け
て
出
国
し
て

い
る
方
は
、
脱
退
一
時
金
を
請
求
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

再
入
国
許
可
を
受
け
て
出
国
し
た

方
が
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り

住
所
を
国
外
へ
移
す
こ
と
と
な
っ
た

場
合
は
、
市
区
町
村
へ
国
民
年
金
の

資
格
喪
失
届
を
提
出
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
こ
の
届
出
を
提
出
し
た
場

合
に
限
り
、
再
入
国
許
可
の
有
効
期

間
（
み
な
し
再
入
国
許
可
期
間
）
が

経
過
す
る
前
に
脱
退
一
時
金
の
請
求

を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

な
お
、
脱
退
一
時
金
の
請
求
が
可

能
な
期
間
は
、
国
民
年
金
の
被
保
険

者
資
格
の
喪
失
日
か
ら
二
年
以
内
と

な
り
ま
す
。

十
日

○
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格
取
得
届

の
提
出
（
前
月
以
降
に
採
用
し
た
労

働
者
が
い
る
場
合
）

［
公
共
職
業
安
定
所
］

○
労
働
保
険
一
括
有
期
事
業
開
始
届

の
提
出
（
前
月
以
降
に
一
括
有
期
事

業
を
開
始
し
て
い
る
場
合
）

［
労
働
基
準
監
督
署
］

五
月
一
日

○
預
金
管
理
状
況
報
告
の
提
出

［
労
働
基
準
監
督
署
］

○
労
働
者
死
傷
病
報
告
の
提
出

（
休
業
四
日
未
満
、
一
月
～
三
月
分
）

［
労
働
基
準
監
督
署
］

○
健
保
・
厚
年
保
険
料
の
納
付

［
郵
便
局
ま
た
は
銀
行
］

○
日
雇
健
保
印
紙
保
険
料
受
払
報
告

書
の
提
出

［
年
金
事
務
所
］

○
労
働
保
険
印
紙
保
険
料
納
付
・
納

付
計
器
使
用
状
況
報
告
書
の
提
出

［
公
共
職
業
安
定
所
］
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昨
年
の
秋
に
種
か
ら
育
て
始
め

た
パ
ン
ジ
ー
や
ビ
オ
ラ
の
育
ち
が

悪
く
、
四
〇
粒
以
上
の
種
の
う
ち

三
つ
だ
け
が
苗
と
し
て
成
長
を
続

け
て
い
ま
す
。

春
休
み
が
過
ぎ
た
頃
に
は
咲
き

始
め
る
の
で
は
、
と
期
待
し
て
い

ま
す
。

（
ぎ
ん
）

藤田社会保険労務士事務所

e-mail
k-fujita@k-fujita-sr.com

URL http://k-fujita-sr.co

TEL・FAX 075-611-5300

〒612-8017
京都市伏見区桃山南大島町1-4-41-504

編
集
後
記

四
月
の
労
務
手
続

［
提
出
先
・
納
付
先
］

Ｑ 当社の労働者代表から、時間単位の年次有給
休暇を導入するように提案がありました。注

意点など教えて下さい。

Ａ 時間単位の年次有給休暇の導入には、次の4

つの事項についての労使協定を締結する必要
があります。
１、時間単位の年次有給休暇の対象労働者の範囲を

定める。
たとえば、対象者を正社員のみとし、それ以外の

社員には適用しないことも可能です。

2、時間単位の年次有給休暇の日数を定める。
１年間に利用できる日数は5日までとしなければな

りません。
3、時間単位の年次有給休暇１日の時間数を定める。

１時間に満たない端数の時間は1時間に切り上げま

す。分単位など時間未満の単位は認められません。
4、1時間以外の時間を１単位とする場合は、その時
間を定めます。

必ず1時間を1単位とする必要はなく、2時間を1
単位とすることも可能です。

なお、あらかじめ労使協定において次の事項を定
めることは認められていません。
①時間単位年休を取得することができない時間帯を

定めておくこと。
②所定労働時間の中途に時間単位年休を取得するこ
とを制限すること。

③1日において取得することができる時間単位年休の
時間数を制限すること。

その他、時間単位年休制度に関する通達（平成21

年5月29日基発第0529001号）が出ていますので、
あわせて確認してください。

時間単位の年次有給休暇


